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新津商工会議所 No.324-1 2013年 6月 18日

TEL:22-0121
FAX:25-2332

URL:http://www.niitsu.or.jp・Email:n-cci@fsinet.or.jp

上期源泉税相談会開催

専従者や従業員に給料を支給している青色事業者のうち、納期特例の
適用を受けている方々を対象に、源泉所得税の事務相談会を開催いたし
ます。
○日 時：７月８日(月）・７月９日(火)

９：００～１２：００／１３：００～１６：００

○場 所：新津商工会議所 ３Ｆ
○相談料：無 料
○持参するもの：・給与支払明細書

・一人別源泉徴収簿
（平成2５年上期分記入してきて下さい）

・源泉所得税納付書

（平成2４年分決算書郵送時に同封の印字されたもの）

○主 催：新津商工会議所／新津中小企業相談所
○共 催：新津青色申告会

「消費税転嫁対策相談窓口」を開設
消費税の引き上げ法案を含む「社会保障・税一体改革関連法(改革消費税

法)」が可決され、これにより消費税率が２０１４年４月１日に８％、２０

１５年１０月１日に１０％に引き上げられる予定です。

中小企業の経営者からは、その対策や今後の経営について不安の声が数

多く上がっています。

当所では「消費税転嫁対策相談窓口」を設置しています。

相談窓口は、二段階にわたる消費税率の引き上げに備え、中小・小規模

事業者が消費税率引き上げを円滑・適正に価格に転嫁できるよう支援する

ため、セミナー・講習会等の開催を予定しています。

「困った…？」ご相談は専門相談員にお任せ下さい！！
当所では、会員事業所の皆様からの専門的知識を要する相談にも応えられるよ
うにするため、各界の専門家（弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等）
に相談業務を委嘱しております。秘密は堅く守られますので安心して相談ができ
ます。相談の方法等については次の通りです。
相 談 料：無料（ただし、６０分程度の初期相談分は新津商工会議所で負担し、

それ以上は相談者が負担することになります）
利用方法：電話でお申込下さい（ＴＥＬ：２２－０１２１）
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～税制改正のポイント～

中小・中堅企業の活力強化につながる税制が拡充されます！
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新津商工会議所 No.324-2 2013年 6月 18日

TEL:22-0121
FAX:25-2332

日本政策金融公庫国民生活事業の融資概要

運 転 ５年～ 基準利率ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付 4,800万円
設 備 １５年以内 １．４５％～２．80％

1学生あたり 教 育教育一般貸付
300万円 資 金

１５年以内 ２．２５％

◎ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付や普通貸付申込書に添付していただく書類は一般的
には次のとおりです

【個人営業の方】 【法人営業の方】

・申告決算書 最近2期分（申 ・履歴事項全部証明書または登記簿謄本

告されている場合） ・最近2期分の確定申告書・決算書

・見積書（設備資金をお申 ・最近の試算表（決算後6カ月以上経過

込の場合） しているか、または事業を始めたばか

りで決算を終えていない方）

・見積書（設備資金をお申込の場合）

★申込み先★
セーフティネット貸付や教育一般資金貸付等、日本政策金融公庫国民生活
事業の申込は公庫新潟支店(新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビ
ル９Ｆ TEL:025-246-2011・FAX:025-246-2022）か当所へ

運 転 ７年以内
経営改善貸付 1,500万円

設 備 10年以内
１．６５％

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下、製造
業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業主の方

④所得税、法人税等の税金を完納されている方
⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

経営改善貸付の申込みやお問い合わせは、新津商工会議所(TEL:2２-０１２1)

４名の経営指導員が地区別に相談に応じています。
（北部地区：遠山、東部地区：近藤、南部地区：蝿野、西部地区：桐生）
経営改善貸付の他にも様々な融資制度がありますのでお気軽に相談下さい。
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資金繰り円滑化相談会
中小企業者皆様の事業の円滑な資金調達を支援するため、下記により新津商工

会議所を会場に定例相談会を開催いたしますのでお知らせいたします。

●新潟県信用保証協会定例相談会(毎月第１火曜日１０：００～)
７月２日(火)・８月 ６日(火)

●日本政策金融公庫定例相談会(毎月第２火曜日１０：００～)
７月９日(火)・８月１３日(火)

※相談会のご利用については、ご予約をお願いします。(TEL:22-0121)

～ワンポイント知識～

◆◆◆加給年金額と振替加算◆◆◆

加給年金額とは、原則として２０年以上の加入期間に基づく老齢厚生年

金に加算される、配偶者や子供を対象にした扶養手当にあたるものです。

加給年金額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始から、まだ

定額部分が支給されない場合は、６５歳から加算されます。

加給年金額の対象者は、受給権者に生計を維持されている次の方です。

対象者 加給年金額 年齢制限

配偶者(※注１) 226,300円 65歳未満

1人目･2人目の子 各 226,300円 18歳到達年度の末日までの間の子

又は、1級･2級の障害の状態にある20

3人目以降の子 各 75,400円 歳未満の子

(※注１)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加

給年金額に次の金額が特別加算されます。但し、加給年金対象

の配偶者が老齢厚生年金や障害年金を受けられる間は配偶者加

給年金額は支給停止されますので注意して下さい。

受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額

昭和 9年4月2日～昭和15年4月1日 33,300円 259,600円

昭和15年4月2日～昭和16年4月1日 66,800円 293,100円

昭和16年4月2日～昭和17年4月1日 100,200円 326,500円

昭和17年4月2日～昭和18年4月1日 133,600円 359,900円

昭和18年4月2日以後 166,900円 393,200円

配偶者加給年金額は、加給対象の配偶者が老齢基礎年金が支給される６

５歳になると加算されなくなります。このとき昭和４１年４月１日以前

生まれの加給年金対象配偶者が一定の要件に該当するときは、その配偶

者の老齢基礎年金に加算されます。これを振替加算といいます。


